
 

○自動車の運行供用の制限等に関する規程 

令和７年７月１日 

佐賀県公安委員会規程第４号 

自動車の運行供用の制限等に関する規程を次のように定める。 

自動車の運行供用の制限等に関する規程 

自動車の運行供用の制限等に関する規程（平成３年佐賀県公安委員会規程第６号）の全

部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第145号。以

下「法」という。）第８条から第10条まで、第12条及び第13条第２項並びに自動車の保

管場所の確保等に関する法律施行規則（平成３年国家公安委員会規則第１号。以下「規

則」という。）第４条から第７条までの規定に基づき、佐賀県公安委員会（以下「公安

委員会」という。）が行う保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（通知） 

第２条 法第８条の規定による警察署長の公安委員会に対する通知は、通知書（別記様式

第１号）により行うものとする。 

（自動車の運行供用の制限） 

第３条 法第９条第１項の規定による自動車の運行供用の制限処分（以下「処分」とい

う。）は、自動車運行供用制限書（別記様式第２号）により行うものとする。この場合

において、当該自動車の使用の本拠の位置が他の公安委員会の管轄区域内に在るものに

ついては、自動車運行供用事案移送通知書（別記様式第３号）により、当該公安委員会

に移送するものとする。 

（確認） 

第４条 法第９条第４項の規定による確認は、確認通知書（別記様式第４号）により、処

分に係る自動車の保有者に速やかに交付するものとする。 

（処分執行の依頼） 

第５条 処分を行うことを決定した後、当該処分に係る自動車の使用の本拠の位置が他の

公安委員会の管轄区域に変更された場合は、自動車運行供用制限処分執行等依頼書（別

記様式第５号）により、変更後の公安委員会に依頼するものとする。 

（聴聞） 



 

第６条 法第10条第１項の規定により行う聴聞は、行政手続法（平成５年法律第88号）、

法及び規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年国

家公安委員会規則第26号）に基づき行うものとする。 

（報告又は資料の提出） 

第７条 法第12条の規定による報告又は資料の提出は、報告・資料提出要求書（別記様式

第６号）により行うものとする。 

（運送事業用自動車の保有者に対する措置） 

第８条 法第13条第２項の規定による通知は、運送事業用自動車通知書（別記様式第７

号）により行うものとする。この場合において、自動車の使用の本拠の位置が他の公安

委員会の管轄区域内に在るものについては、運送事業用自動車通知事案移送書（別記様

式第８号）により、当該公安委員会に移送するものとする。 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項は、警察本部長

が別に定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


